
 

憲法９条を守るためにあなたも御賛成下さい 
 
（日本国憲法 第二章 戦争の放棄） 
第九条 
① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力
による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 

② 前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、こ
れを認めない。 

 

今、日本ではイラク戦争で見られるように、自衛隊を海外で武力行使が出来るように憲法９条を

変える動きが強まっています。 

第二次世界大戦では世界で５０００万を越える人命が失われました。その教訓として再び戦争を

しないという誓いがこの日本の憲法９条です。この深谷からも１５８６名の方々の尊い命が失われ

ています。 

今、憲法９条を守り、世界に拡げることこそ大切なのではないでしょうか。 
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私は憲法９条を守ることに賛成します。（16才以上の方々） 

  名 住   所 

  

  

  

  

この署名は他の目的には利用いたしません。 

 


